
長久手市介護保険条例の一部を改正する条例について

区分 区分 対象者 年間保険料 区分 対象者 年間保険料 加入割合 被保険者数

0.3 0.285 第１段階 第１段階
・生活保護受給者、老齢福祉年金受給者 
・市民税世帯非課税で、本人の課税年金収入額と合
計所得金額の合計が８０万円以下 

基準額× 0.25 16,000 円 第１段階
・生活保護受給者、老齢福祉年金受給者 
・市民税世帯非課税で、本人の課税年金収入額と合
計所得金額の合計が８０万円以下 

基準額× 0.25 16,500 円 3.1% 500 円 10.2% 1,098 人

0.5 0.485 第２段階 第２段階
市民税世帯非課税で、本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が８０万円を超え１２０万円以下  

基準額× 0.4 25,600 円 第２段階
市民税世帯非課税で、本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が８０万円を超え１２０万円以下  

基準額× 0.4 26,400 円 3.1% 800 円 6.0% 643 人

0.7 0.685 第３段階 第３段階
市民税世帯非課税で、本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が１２０万円を超える

基準額× 0.7 44,800 円 第３段階
市民税世帯非課税で、本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が１２０万円を超える

基準額× 0.68 45,000 円 0.4% 200 円 5.1% 550 人

0.9 0.9 第４段階 第４段階
市民税本人非課税者(世帯課税）で、本人の課税年
金収入額と合計所得金額の合計が８０万円以下

基準額× 0.88 56,400 円 第４段階
市民税本人非課税者(世帯課税）で、本人の課税年
金収入額と合計所得金額の合計が８０万円以下

基準額× 0.88 58,200 円 3.2% 1,800 円 13.6% 1,463 人

1 1 第５段階 第５段階
市民税本人非課税者(世帯課税）で、本人の課
税年金収入額と合計所得金額の合計が８０万
円を超える

基準額× 1.0 64,100 円 第５段階
市民税本人非課税者(世帯課税）で、本人の課
税年金収入額と合計所得金額の合計が８０万
円を超える

基準額× 1.0 66,100 円 3.1% 2,000 円 13.3% 1,426 人

～120万 1.2 ～120万 1.2 第６段階 第６段階
市民税本人課税者で、合計所得が１２０万円
未満

基準額× 1.15 73,700 円 第６段階
市民税本人課税者で、合計所得が１２０万円
未満

基準額× 1.15 76,100 円 3.3% 2,400 円 14.8% 1,593 人

～210万 1.3 ～210万 1.3 第７段階 第７段階
市民税本人課税者で、合計所得が１２０万円
以上２１０万円未満 

基準額× 1.4 89,700 円 第７段階
市民税本人課税者で、合計所得が１２０万円
以上２１０万円未満 

基準額× 1.4 92,600 円 3.2% 2,900 円 16.2% 1,736 人

～320万 1.5 ～320万 1.5 第８段階 第８段階
市民税本人課税者で、合計所得が２１０万円
以上３２０万円未満 

基準額× 1.6 102,600 円 第８段階
市民税本人課税者で、合計所得が２１０万円
以上３２０万円未満 

基準額× 1.6 105,900 円 3.2% 3,300 円 9.0% 970 人

320万～ 1.7 ～420万 1.7 第９段階 第９段階
市民税本人課税者で、合計所得が３２０万円
以上５００万円未満 

基準額× 1.8 115,400 円 第９段階
市民税本人課税者で、合計所得が３２０万円
以上４２０万円未満 

基準額× 1.8 119,100 円 3.2% 3,700 円 3.3% 358 人

～520万 1.9 第１０段階 115,400 円 第１０段階
市民税本人課税者で、合計所得が４２０万円
以上５２０万円未満 

基準額× 1.9 125,700 円 8.9% 10,300 円 1.9% 178 人

第１０段階
市民税本人課税者で、合計所得が５００万円
以上７５０万円未満 

基準額× 2.0 128,200 円 基準額× 1.9 125,700 円 -2.0% -2,500 円 29 人

～620万 2.1 第１１段階 128,200 円 第１１段階
市民税本人課税者で、合計所得が５２０万円
以上６２０万円未満 

基準額× 2.0 132,300 円 3.2% 4,100 円 1.2% 131 人

～720万 2.3 第１２段階 128,200 円 第１２段階
市民税本人課税者で、合計所得が６２０万円
以上７２０万円未満 

基準額× 2.2 145,600 円 13.6% 17,400 円 1.0% 103 人

720万～ 2.4 第１３段階 128,200 円 第１３段階
市民税本人課税者で、合計所得が７２０万円
以上８２０万円未満 

基準額× 2.3 152,200 円 18.7% 24,000 円 0.5% 25 人

第１１段階
市民税本人課税者で、合計所得が７５０万円
以上１０００万円未満 

基準額× 2.2 141,100 円 基準額× 2.3 152,200 円 7.9% 11,100 円 32 人

141,100 円 第１４段階
市民税本人課税者で、合計所得が８２０万円
以上１０００万円未満 

基準額× 2.4 158,800 円 12.5% 17,700 円 0.8% 90 人

第１２段階
市民税本人課税者で、合計所得が１０００万
円以上１５００万円未満 

基準額× 2.4 153,900 円 第１５段階
市民税本人課税者で、合計所得が１０００万
円以上１５００万円未満 

基準額× 2.6 172,000 円 11.8% 18,100 円 1.0% 110 人

第１３段階
市民税本人課税者で、合計所得が１５００万
円以上

基準額× 2.6 166,700 円 第１６段階
市民税本人課税者で、合計所得が１５００万
円以上

基準額× 2.8 185,300 円 11.2% 18,600 円 1.8% 196 人

介護給付費
準備基金取崩額

介護給付費
準備基金取崩額 100% 10,731 人

基準額 基準額

議案第２６号 教育福祉委員会

令和６年２月２８、２９日

福祉部 長寿課

介護保険料の第８期と第９期の比較表

国（標準区分） 第８期計画（令和３年度～令和５年度） 第９期計画（令和６年度～令和８年度）(案) 【参考】令和6年度見込

第８期 第9期 保険料率 保険料率

６千万円 ２億５千万円

5,345円 5,516円（＋171円）

増減率
年間増減

額

第９期における国の方針

『所得再分配機能強化』

・第9段階
　 ⇒第13段階への多段階化
・高所得者の乗率引上げ

・低所得者の乗率引下げ


